
御所市公告第 40号 

 

公 告 

 

下記の委託業務について、プロポーザル方式により事業者を募集するため、公告する。 

 

令和６年４月８日 

御所市長 東川 裕 

 

１ 業務概要 

（１）事業名 

御所市第３次まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援業務 （以下、「本業務」という。） 

（２）業務内容 

別紙「御所市第３次まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援業務委託仕様書」のとおり

とする。 

（３）契約期間 

契約締結日から２０２５年（令和７年）３月３１日まで 

（４）提案上限額 

９，１９６千円（消費税及び地方消費税を含む。）  

※この金額は契約時の予定価格ではなく、企画提案内容の規模を示すためのものである。 

 

２ 参加資格 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当して

いないこと。 

（２）御所市物品購入及び業務委託等の契約に係る入札参加資格停止措置要綱（平成２

１年告示第１２４号）による入札参加資格停止の措置を受けていないこと。 

（３）御所市物品購入及び業務委託等に係る競争入札等の参加資格等に関する要綱（平

成２３年告示第１３４号）第２条に定める「令和５年度御所市業務委託等競争入

札等参加資格者名簿」の業種区分「ソフトコンサルタント（測量・建設コンサル

タントを除く）」の営業種目「指針・計画策定」に登録されていること。 

（４）過去１０年以内（平成２６年４月１日から令和６年３月３１日まで）に、地方公

共団体との間で「まち・ひと・しごと創生総合戦略に係る構想や計画の策定支援

業務」を元請として完了した業務実績を有していること。 

（５）個人情報等の機密情報の取り扱いに係る社内規定を整備し、その実質的な運用が

行われていること。 

 



（６）本事業を行う期間中、管理技術者（１名）、担当技術者（３名以上）及び照査技

術者（１名）を配置すること。但し、各技術者の兼任は不可。また、配置される

管理技術者、担当技術者（１名以上）、照査技術者は直接的な雇用関係にある者

とし、そのうち管理技術者にあっては「企画提案書」の提出の日以前に３か月以

上の雇用関係にあること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の

申立て又は民事再生法（平成１１年法律２２５号）第２１条の再生手続開始の申

立てがなされている者（会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民

事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画

の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。）でないこと。 

（８）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条 

第２号に規定する暴力団、同法同条第６号に規定する暴力団員若しくは暴力団準構成 

員、同法同条第１号に規定する暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若 

しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協 

力し、若しくは関与する者、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でな

いこと。 

（９）国税及び地方税の滞納がない者。 

（１０）労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）及び雇用保険法（昭和４９

年法律第１１６号）の規定により当該保険に加入が義務づけられている者につい

ては、これに加入していること。 

（１１）公告の日において、営業を開始してから１事業年度（１２か月）以上を経過し

ていること。 

 

３ 選定方法 

本事業に係る事業者の選定は、本市職員で構成する「御所市第３次まち・ひと・しご

と創生総合戦略策定支援事業者選定部会」において、参加申込書ほか提出書類を基に１

次審査を行い、企画提案者を決定する。その後、企画提案書ほか提出書類及びヒアリン

グの内容をもって最終審査を実施し、最も優れた企画提案を行った者を優先交渉事業者

として選定する。 

 

４ 参加に係る資料及び様式集の配付 

（１）配付方法 

御所市ホームページよりダウンロード 

（２）配付期間 

令和６年４月８日（月）から４月２２日（月）まで 

 



５ 参加申込書等提出期限 

  令和６年４月１５日（月） 午後５時必着 

  簡易書留郵便又は持参 

 

６ 担当・提出先 

〒６３９－２２９８ 奈良県御所市１番地の３（御所市役所 新館２階） 

御所市役所 企画政策部 企画政策課内 

御所市第３次まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援事業者選定部会 

電話：０７４５－６２－３００１（内線３２３）  

   電子メール：kikaku@city.gose.nara.jp 


